
 

               

 

 

 養育費に関する公正証書等の作成費を補助します（県内初） 

 
 養育費の受け取りは、子どもの健やかな成長や生活を支えるうえで重要な子どもの権利です。 

しかしながら、父母の離婚後、別居している親から養育費の支払いを十分に受けていないこと

が、ひとり親世帯の貧困の要因の一つとなっており、そのような状況の改善に向けて、令和２

年４月から改正民事執行法が施行され、養育費の強制執行が以前より容易となりました。 

 和歌山市においても、ひとり親家庭の子どもが、養育費を確実に受け取れるよう、養育費に

関する公正証書等の作成に係る費用を補助します。 

 

１ 対象者 

  和歌山市にお住まいのひとり親家庭の母または父で、次の要件の全てを満たす方。 

  ・現に婚姻（事実婚を含む。）をしていない者で、養育費の取り決めの対象となる児童を現

に扶養されている方。 

・養育費の取り決めに係る債務名義を有している方。 

・過去に養育費に関する公正証書等作成費補助金の交付を受けていない方。 
 
※令和３年９月１日以後に作成する公正証書又は同日以後に申し立てた調停若しくは裁判

に要する費用が対象となります。 

 

２ 対象経費 

  ・公証人手数料令に規定する公証人が受ける手数料 

  ・収入印紙代 

  ・郵便切手代 

  ・戸籍謄本等添付書類取得費用 

 

３ 補助額 

  対象経費の全額 （上限額 ３万円） 

※１人１回限り 

 

４ 事業開始日 

令和３年９月１日（水） 
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